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衆
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山
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一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
六
月
十
七
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
五
〇
二
号
）
の
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お

り
、
人
材
派
遣
健
康
保
険
組
合
の
平
成
二
十
年
度
の
一
般
保
険
料
率
は
、
平
成
十
九
年
度
よ
り
も
千
分
の
十
五
・
〇
六
上
昇

し
た
が
、
御
指
摘
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
導
入
も
、
主
な
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。


